
 資料 ６  

２１ 

議題５ 

 

苦情処理等の報告について 

  

 

 

苦情処理状況（件）                                             （H27.9.16現在） 

 

  参考 平成２７年度の苦情申出件数は１２件（Ｈ２７．９．１６現在） 

     １件処理済み…実施機関に是正を求めた  

 

 

年度  

 

処理結果 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 計 

実施機関に是正を

求めた事案 
4 1 1 6 5 7 6 5 0 2 37 

実施機関の対応に

不適切な点がなか

った事案 

7 9 12 19 4 9 16 10 15 4 105 

行政不服審査法な

ど他制度により処

理されるべき事案 

9 2 2 0 0 0 3 3 2 0 21 

取下げの事案 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

処理中の事案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

年度別苦情件数 

 

（申出実人数）名 

20 
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12 
 

(2） 

16 
 

(2） 

25 
 

(2） 

9 
 

(6） 

16 
 

(2） 

25 
 

(2） 

19 
 

(2） 

17 
 

(1） 

6 
 

(2） 

165 
 

(11） 
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(H27 )苦情 １

申出人 Ａ

申出日 平成 27年 5月 27日

実施機関 知事
（総務課・政策法務課）

平成 ２ ２ 年 ２ 月 １ ２ 日付け総第 １ ９ ３ ９ 号 で行政文書不開示決定及び行政文書部分開示決
定の処分を受けたので、同年 ４月 １ 日 に異議申立書 ２通を千葉県知事に提出した。

苦情の内容 また、平成 ２ ５ 年 ３月 ２ ７ 日 に千葉県情報公開審査会あて反論意見書を提出した。
その後、平成 ２ ７ 年 ５ 月 １ １ 日 に総 務部政策法務課に処理状況を尋ねた と こ ろ、千葉県

情報公開審査会での答申の見通しをいえる状況ではない、との回答であった。
これでは、処理に時間がかかりすぎている。
千葉県は、県政の公正な運営の確保 と県民参加による行政の推進のため、県の保有

す る 情 報の一 層の公開 を 促進 す る 種々の施策 を講 じ 、県民 も こ れ に 協調 し 提言 を行 う
な ど 努力 し て き たが、請求 し た情報公開請求が ５ 年 を 経 て未だ解決 しな い異常な状況
は速やかに解消しなければならない。
ま た、処理の途中経過が請求者に見 えない シ ス テ ムは改善す るべ きで、不服申立て

の処理状況は、 １ 件 ご と の申立 ての概要 と処 理経過がわかる公表が、情報公開の公正
な運用のために必要である。
こ の 方 法（工程 表）の公 表 に よ り 、 不 適正な請求が県 民 に 情報提 供 され る こ と か ら

淘汰され、適正な不服申立ての運用に利すると考えられる。

調査委員 佐野委員・桑波田委員

調査の状況 平成 ２ ７ 年 ６月 ３ ０ 日

苦情処理部会 Ｈ ２ ７ .８ .２ ８ （処理結果検討）
審議状況

処理結果 ア 総務課に よれば、異議申立人の担当者が、この案件を整理・検討するため、持ち
概要 帰 り 、 その後回答がなか ったため、結局、諮問までに ２ 年 ７ 箇 月の期間が経過 した と
（案） い う こ と であ るが、異議申立 ての趣旨等が不明確な場合で も、条例第 ２ ０ 条 第 １ 項 の

趣旨からは、これを収受し、速やかに諮問すべきである。
本件の場合、諮問まで に要 し た期間が ２ 年 ７ 箇 月 とな っ てお り 、 こ れは通常想定 さ

れ る期間の範囲 を著 し く 超 過 し 、 本件異議申立ての処理の遅延の原因の一つ とな っ
ている こ とから、事務処理は不適切であり、是認する こ とはできない。

イ 一方、諮問か ら ２ 年以上経過 している こ と については、一時的に大量の行政文書
の開示請求 と 異 議申立 てが行われた こ と に 伴 い、 その処理 に多大の時間 を要 し て お
り 、諮問の順に対応 し てい る こ と を鑑 みる と、やむを得ない事情 を有 し ている と 思料
される。

ウ しかし、苦情申立人の主張する とお り、本件苦情に係る異議申立てについて、不開
示決定等の処分か ら ５ 年 を経 て未だ終結 していない状況を是正すべきであ り、条例を
所掌する政策法務課は、審理の迅速化に向けて必要な検討を早急に行うべきである。
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(H27)苦 情 ２

申出人 Ａ

申出日 平成 ２ ７ 年 ７ 月 ３ １ 日

実施機関 教育委員会（福利課）

平成 ２ ７ 年 ７ 月 ７ 日 午 前 １ ０ 時 こ ろ 、 情報公 開 セ ン ター にお い て 、教育庁福利課か ら情
報の開示を受けよ う と した。

苦情の内容 福利課 Ｙ の隣 に男が座 り 、福利課担当者 と 私の話 を聞 い て い たの で、変 に思 い確認
した と こ ろ、教育総務課 Ｓ で あ った 。今日の開示は福利課の担当である こ とか ら 、事情
を 福利 課班 長 Ｚ の 説 明 を 求め たが 、（ 回答がな く ） 私は帰 っ た 。 その後 福利課 は、開
示す べ き 情報 を情報公開セ ン ター に預 け てお く か ら 、 勝手 に閲覧す る よ う 通 知 し て き て
いる。
これは明らかに「知事が保有する行政文書の開示等に関する事務取扱要領」第 ４の ５

担当課（所）の職員の事務（ ３）に違反している。
「 預け てお く 」 と は 第 三者 に 依頼又 は委 託 す る 行為 で あ り 、 貴 推進会議 は こ れ を福

利課が説明 し よ う と し た と 、行政庁の代弁をする こ と は許 されない。も し、福利課が再
度の開示をするつも りならば、新たな日時を連絡したはずだからである。
条例 と その 運用手続 を履 行 し ない福利課上記三者 を措置 す る よ う 、 教育長 に 速やか

に勧告すべきである。そして ７ 月 ７ 日 に混乱を作 りだ した班長に、その事情を説明させる
と とも に直ちに本件開示を実施すべきである。

調査委員

調査の状況

苦情処理部会
審議状況

処理結果
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(H27 )苦情 ３

申出人 Ａ

申出日 平成 ２ ７ 年 ７ 月 ３ １ 日

実施機関 教育委員会（福利課）

平成 ２ ７ 年 ７ 月 ２ ８ 日 午前 ９ 時 ４ ５ 分 頃、情報公開センター において教育庁福利課から情
報の公開を受けよ う と し た と こ ろ、 ７ 月 ７ 日 に セ ン ター に押 しかけ、開示を混乱 させ、開

苦情の内容 示を受けられな く した教育総務課 Ｓが再び顔を伏せて座っていた。
福利課Ｗは「この形で開示を させても らいます」 と発言し、その発言はその場で本人

に確認後、すぐに書き留めた。
「それほど開示 に関 す る説明が不安な ら、福利課の他の職員が来ればよい。ど う し

ても他課の助けがなければ開示できない とい うな ら、 この人（ Ｓ）に後 ろにある衝立の
後ろに待機してもらえばいい。そして必要があれば、声をかけ、相談すればいい。」「だ
めです。隣に座ってもらいます。」「これでは今日は続けられな くなっ てし まいますよ。」
その後、給付班 Ｗの居丈高な発言 に符牒を合せ る よ う に Ｓ が「 も う い い、行 こ う 、行 こ
う」 とＷに指示した。
本年度に入って、教育庁が行う情報公開が極めて深刻な不当不法な場と化している。
開 示 と 称 し て 県 民 を 呼び出 し 、今度 は呼び出 し た 県民 を恫喝 し た あげ く 、 自分 た ち

の指示に従わないと置き捨て退席する。
しか も 、事務分掌 を無視 し、福利課が担当課 と し て 行 う 開 示事務 を、福利課長は教

育総務課長 に丸投げし、教育総務課は こ の機会を利用 して 、請求者県民を監視 し、威
嚇、威圧 し よ う と し た 。 貴推 進会議は、 こ の 事態を看過せず 、再発防止のため、上記
関係者 を指 導措置 す る よ う 教 育長 に 勧告 し 、速やか に 事態 を正常 化 さ せ、開 示 を受け
るこ とができるよ う にすべきである。

調査委員

調査の状況

苦情処理部会
審議状況

処理結果
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(H27 )苦情 ４

申出人 Ａ

申出日 平成 ２ ７ 年 ７ 月 ３ １ 日

実施機関 教育委員会（松戸南高校）

教育長が行った行政文書開示決定通知書 (平成 27年 ７ 月 ２ ４ 日付け松南第 ２ １ ０ 号）。
上記決定書によれば、この決定に不服があれば異議申立てをする こ とができる とい う。

苦情の内容 開示 す る も の に 異議申立 てがで き る と い う 教示は、当方 に開示 す るな、 と い う こ と と
当方に異議申立てをすることができること を教示している。
再三指摘するよ う に、この決定は支離滅裂であり、常人では対応できない。
条例上、開示決定に異議申立てができる理由を明らかにすべきである。

調査委員

調査の状況

苦情処理部会
審議状況

処理結果
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(H27)苦 情 ５

申出人 Ａ

申出日 平成 ２ ７年 ８ 月 １ ２ 日

実施機関 教育委員会（教育総務課）

教育長は、教総第 452、 453、 455号 （ い ずれ も平成 27年 ８ 月 ６ 日 付 け） にお い て、
開示日時を ８月 １ ８ 日午前 ９時 ３ ０分 とする通知を行った。

苦情の内容 教育長は、この日この時間に開示を受ける こ とができないこ とを承知の上で、開示日
時の設定を行った。
本件苦情の原因となる事件が発生するわずか ３日前、私は教育長から土日を除 く と、

わず か ４ 日 後 に 開示 す る 日 時指定 の通知 を 受け た 。決定通 知 を 受け て ４ 日 後の開示は
常識的に考えれば無理な事は誰でもわかるこ とである。
そこで、「情報開示の日程等について（連絡）」（平成 27年 ８ 月 ５ 日）で上記日時設定

の不当を指摘 し、改善 されない場合は、本件に類似 す る前年度の苦情申立てに続いて
再び苦情の申立てを行 うこ とを警告した。
しか し 、教育長は私の訴 えを無視 し、 ８ 月 １ ８ 日 （火）午前 １ ０ 時 に口頭 によ る 意見の

陳述 を実施 す る 決定 を行 い なが ら、同 日午前 ９ 時 ３ ０ 分 よ り 開 示 を す る 決定通知 を行 っ
た。
他の苦情申立ての際に指摘したが、本年度配置換えによ って、教育総務課担当者（主

査）が交代 し て 以来開示 事務が拙劣 と な っ て お り 、 教育総務課長及び担当者 を厳 し く
指導措置しなければ、混乱はさ らに深化する。
情報公開推進会議において、こ の間の事情を精査 し、上指導措置を教育委員会に勧

告すべきである。

調査委員

調査の状況

苦情処理部会
審議状況

処理結果
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(H27)苦 情 ６

申出人 Ａ

申出日 平成 ２ ７年 ８ 月 １ ２ 日

実施機関 教育委員会（福利課・教職員課）

教育長は、教福第 ２ ３ ３ 及び教職第 405号（いずれも平成 27年 ８ 月 ６ 日付け）において、
開示日時を ８月 ２ ５ 日午前 ９時 ３ ０分 とする通知を行った。

苦情の内容 しか し教育長は、 この日この時間に当該開示を受ける こ とができないこ と を承知の上
で、かかる不当開示日時の設定を行った。
本件苦情の原因となる事件が発生するわずか ３日前、私は教育長から土日を除 く と、

わず か ４ 日 後 に 開示 す る 日 時指定 の通知 を 受け た 。決定通 知 を 受け て ４ 日 後の開示は
常識的に考えれば無理な事は誰でもわかるこ とである。
そこで、「情報開示の日程等について（連絡）」（平成 27年 ８ 月 ５ 日）で上記日時設定

の不当を指摘 し、改善 されない場合は、本件に類似 す る前年度の苦情申立てに続いて
再び苦情の申立てを行 うこ とを警告した。
しか し 、教育長は私の訴 えを無視 し、 ８ 月 25日 （ 火）午前 １ ０ 時 に 口頭 によ る意 見の

陳述 を実施 す る 決定 を行 い なが ら、同 日午前 ９ 時 ３ ０ 分 よ り 開 示 を す る 決定通知 を行 っ
た。
他の苦情申立ての際に指摘したが、本年度配置換えによ って、教育総務課担当者（主

査）が交代 し て 以来開示 事務が拙劣 と な っ て お り 、 教育総務課長及び担当者 を厳 し く
指導措置する必要がある。そして開示事務を直ちに正常化すべきである。

調査委員

調査の状況

苦情処理部会
審議状況

処理結果
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(H27)苦情 ７

申出人 Ａ

申出日 平成 ２ ７年 ８ 月 １ ２ 日

実施機関 教育委員会（福利課）

教育長が、平成 ２ ７ 年 ８ 月 ６ 日 付け教福第 ２ ３ ７ 号 で発 した「行政文書開示請求書の補
正について」について

苦情の内容 こ の 補正要求は、条例 第 ７ 条 第 ２ 項及び同事務取扱要綱第 ３ の ２ （ ４ ） に 規 定 す る 補
正要件を満た し ていないので、修正を求めた。
ア 教育長が行った補正内容は、「福利課が同課以外に対して行 った、所掌するどの
よ う な事務の合議ない し協議の内容が判明す る情報を請求す る 趣旨であ るのか、
明確にご説明願います。」という ものである。

イ 教育長は私に「 どの よ うな事務の合議ない し協議の内容」が知 りた いのか尋ね
ているよ うであるが、私はそもそ も「どのよ うな事務」の内容があるか知らないの
で、これこれを明らかにするため本件開示請求を行ったのである。

ウ 事務内容 を知 らない者か らの 開示請求 と し て は、明確であ る。
エ 補正 を行 う 場合、実施機関は、開示請求者に対 し、補正の参考 とな る情報 を
提供 す る よ う 努 めなければな らない義務があ り 、補正におい ては所要の情報の
提供に努めることを前提としている。

右各規定に基づき本件補正を修正した上で、再度補正要請を行う こ と。

調査委員

調査の状況

苦情処理部会
審議状況

処理結果
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(H27 )苦情 ８

申出人 Ａ

申出日 平成 ２ ７年 ８ 月 １ ２ 日

実施機関 教育委員会（福利課）

教育長が、平成 ２ ７ 年 ８ 月 ７ 日 付 け教福第 ２ ４ ０ 号 － １ 、 － ２ 、 － ３ で 発 し た 「行政文書
開示請求書の補正について」について

苦情の内容 こ の 補正要求は、条例 第 ７ 条 第 ２ 項及び同事務取扱要綱第 ３ の ２ （ ４ ） に 規 定 す る 補
正要件を満た し ていないので、修正を求めた。
ア 補正書 には 、「請求の対 象 と な り う る 行 政文書 は大 量 と な り 、 あな た に と っ て も
開示の実施における閲覧等に多大な労力をおかけする こ と にな り ます」 とする記載
がある。このような文言は情報公開事務とは全 く無縁のものである。

イ 開 示請 求者 に は 大量 にな るか否かは前 も っ て 知 る 由 も な い。大量であ るな らば
客観的事実を示すべきである。

ウ 開示すべき情報が大量である こ と と 、開示すべき情報を特定する こ と は無縁であ
る。

エ 補 正 を 行 う 場 合 、「 実施 機関 は、開 示請 求者 に 対 し 、補 正の参考 と な る 情報 を
提供 す る よ う 努 めなければな らない義務があ り 、補正におい ては「所要の情報の
提供に努める」こ とを前提と している。

右各規定 に 基づ き 本件補正 を修正 し た上 で、再度補正要請を行 う こ と 。

調査委員

調査の状況

苦情処理部会
審議状況

処理結果
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(H27)苦 情 ９

申出人 Ａ

申出日 平成 ２ ７年 ８ 月 １ ２ 日

実施機関 教育委員会（福利課）

教育庁は福利課Ｗ を し て、条例の「事務取扱要綱」第 ４行政文書の開示の実施、
５担当課（所）の職員の事務、（ １ ）行政文書の開示の準備等に違反 し行政文書の内容

苦情の内容 の説明を放棄した。
平成 27年 ７ 月 ２ ８ 日 午前 ９ 時 ４ ５ 分 ご ろ、情報公開セン ターで福利課担当者か ら開示を

受け よ う と し た と こ ろ 、 7月 7日 に セ ン タ ー に押 しかけ 開示 を混乱 さ せ、開示 を受け られ
な く した教育総務課 Ｓが座っていた。
そして、上記 Ｓの指示に従って情報公開せず、開示の場から一方的に立ち去った。
福利 課 Ｗ は、 条例の趣旨 に 反 し、 あ た か も開示 を し て や る と 言 わ んばか り の 態度で

着席 し て いる私を Ｓ と と も に見下 ろ し 、「 これでは開示などできない」（要旨）な ど と発
言した。主権者県民を愚弄する許されない言動を とっ た、福利課Ｗ及び教育総務課 Ｓは
条例に明確に違反している。
私に対し速やかに情報公開する権利を回復し、条例に規定する開示を行う こ と。
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(H27)苦情 １ ０

申出人 Ａ

申出日 平成 ２ ７年 ８ 月 １ ２ 日

実施機関 教育委員会（教育総務課）

平成 ２ ７ 年 ７ 月 ７ 日 及び ７ 月 ２ ８ 日 の福利課の開示の際、教育総務課情報公開担当 Ｓ の
妨害によって、開示を受ける ことができなかった。

苦情の内容 苦情の申出で貴会議にこの間の状況を知らせてきた（苦情 ２、苦情 ３）。
Ｓ は 明 らか に 職 務権 限外の違法 行為 を 繰 り 返 し て い る 。 条例は、開示 事務 を 「開示

は担当課職 員が行い、必要 に応 じ て 、行政文書の内容 に つ い て説明 す る 」 こ と を 規 定
し て い る （事務取扱要綱第 ４ の ５ （ ３ ））。セ ン ター では、開示請求者 に対 し、「行政文
書・自 己情報 の開示の実施 に つ い て」 と 標 題 す る 書面 を設置 し 、「開示は担当課の職
員が行い…」と周知している。 Ｓは福利課職員ではない。
教育総務課の事務分掌表では、 Ｓ の事務は、「 １ 行政文書開示請求等に関する総合

調整 に 関 す る こ と （ 略） ４ そ の 他情報 公開及び個人情報保 護 に関 す る 事務の指導・
調整に関する こ と 」であ って、開示の窓口で他課に伴って開示請求者に対面し、開示す
る こ とではない。 Ｓは特定個人を対象に、職務権限外の行為によ っ て、開示請求者を威
嚇、脅迫、威圧しよ う と している。
条例は、開示を受ける権利を保障 しているが、上記 Ｓ の妨害行為によ っ て、セ ン ター

に赴きながらこれらの権利をは く奪されている。
至急事実を精査し、私が受けた開示を受ける権利は く奪に対して保証を行う と とも に、

上記 Ｓが妨害行為を行わないよう にすべきである。
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(H27)苦 情 １ １

申 出人 Ａ

申出日 平成 ２ ７ 年 ８ 月 １ ９ 日

実施機関 教育委員会（教育総務課）

教育長が、平成 ２ ７ 年 ８ 月 １ ４ 日 付 け教福第 ２ ６ ０ 号 で 発 し た「行政文書開示請求の補
正について」について。本件苦情は苦情 ８に関連する。

苦情の内容 私が行った請求に対し、今回苦情の申立てをする補正を求めた（平成 27年 ８ 月 ６ 日付
け教福第 ２ ３ ７ 号）。
私は、本 件開示請求 を ニ 分割 し、前者を 定例的 に福利課以外 に 合議 も し く は 協 議す

るため に保有す る情報、後者を前者以外の情報 に分け、前者に つい ては、別紙を作成
し、その中で情報の類別を行った。しかし、後者については、依然とし て情報の提供を
怠ったままである。
このことを踏まえ、下記の理由で指摘するが、開示請求者に対する威圧的、威嚇的、

脅迫的な対応を直ち に停止 し、請求の内容の補正を求めるな らば、条例上の手続に従
ってこれを取り行 う よ う是正 されたい。
ア 請求内容が不明と して補正を行う場合、条例第 ７条第 ２ 項によ り、「実施機関は、
開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない」
義務があ り、また、事務取扱要綱第 ３、 ２ 、（ ４ ）開示請求の補正において、「所要
の情報の提供に努める」こ と となっている。

イ その際、実施機関は「開示請求書の記載内容に関連する行政文書名や該当する
と 考 え ら れ る 行政 文書の名称 等が記載 され て い る 行政文書 目録等 を示 す」 と い う
職責 を果 たす こ と な っ て い る 。

ウ 教育長が伝えた定例的に保有する情報は、行政文書名や行政文書目録等に該当
しない。また、定例的情報外の情報は全 く提 供 されていない。

エ 開示請求者は、行政がどのような情報を作成し、保有しているか知る由もない。
オ 本 件開示請 求はほぼ １ 月 経 過 し て お り 、 未 だ開示 に 至 ら な い原因 は、 補正行為
にある。
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(H27 )苦情 １ ２

申出人 Ａ

申出日 平成 ２ ７ 年 9月 １ 日

実施機関 知事（政策法務課）

知事は、開示決定（政法第 1672号 、 1673号 ） の開示を実施 する 日時で、当方が現
実的に対応できない開示日時をあえて指定した。

苦情の内容 当方に、本件開示決定が送達 されたのが、平成 27年 年 ８ 月 29日 （土）午後 ５ 時 すぎ
であ っ た。開示日時は、 ９ 月 ３ 日 午前 １ ０ 時 で あ る 。 29日 （土）午後 ５ 時過 ぎ と い う こ と
は、 たま た ま今回は、当方が本件送達 を受ける状況 にあ っただけで、実質的には土日
をはさんで ８月 ３ １ 日 月曜日に送付を受けたこ と と同じである。
８ 月 ３ １ 日 の 翌日か ら ９ 月 1日 及び ２ 日 をは さ ん で ニ日後の ９ 月 ３ 日 に 開示 を受ける よ う

日時設定 をす る こ と は、開示日時 に赴 く ため 仕事等の調整が不可能な事は知事 も承知
の こ と であ る 。 この こ と に つい て、情報公開班担当者 Ｆ は 、「都合がつかない場合は別
の日時をお知らせ ください。」とメモ書きした。
開示日時の指定に係 って過去、同会議は私の苦情を認め「特段の事情が認められな

い以上、到達予定日の翌日か ら起算 して ３ 日後 よ り後の日時がよ り適正な指定であった
と考えられる。」としている。
この苦情は、本件苦情対象担当課である政策法務課が所掌 してお り 、知事は情報公

開推進会議の判断を知りながら、あえて これを無視し、今回の行為に及んでいる。
主権者の開示請求する権利擁護のために、関係者を指導措置 し、再発防止並びに改

善を図るべきである。
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